
路外駐車場関係 届出対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

※１ 店舗、病院等の駐車場であっても、厳密に当該建物の利用者のみの利用に限定されている

場合（専用駐車場と明示することに加え、例えば駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を

排除しているなど）以外は、「一般公共の用に供する」と解されます。また、「月極駐車場」

や「専用駐車場」は一般公共の用に供さない駐車場となります。 

※２ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平１８.６.２１法律第９１

号）をいう。 

※３ ただし、道路の付属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属す

る駐車場を除く（例：立体駐車場） 

一般公共の用に供する（※１） 

は
い 

いいえ 

駐車マスの総面積が５００㎡以上 

は
い 

いいえ 

○特定路外駐車場の届出（バリアフリー法 

（※２）第１２条第１項）が必要（※３） 

○路外駐車場設置の届出（駐車場法第１２

条）が必要 

○特定路外駐車場の届出（バリアフリー法 

（※２）第１２条第１項）が必要（※３） 

 

 

駐車場法第１２条による

届出不要 

料金を徴収する 

は
い 

いいえ 

設置場所が都市計画区域内 

は
い 

い
い
え 

 

駐車場法第１２条による

届出は不要ですが、駐車場

法施行令に定める技術的

基準に適合する必要があ

ります 



路外駐車場関係 届出の流れ 

 

届出者（施工業者）         富山市 

      

  

                                

  

 

                  

                               

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路外駐車場設置（変更）届 

 

受付 
・届出要件確認 

・添付図面の確認 

・構造及び設備の確認 

・駐車場法施行令に定める技術的

基準に適合しているか確認 

・必要に応じ所轄警察署 

の意見聴取 

（状況により補正・是正等） 
 

供用開始後 

10日以内に提出 

 

審査 

 

受理 

着工前まで

に提出 

 

受付 

 

駐車場供用開始 

 

 

路外駐車場管理規定届 

 

審査 

 

受理 

 

（状況により補正・是正等） 

・届出要件確認 

・駐車場法や施行令、施行規則に

定める記載要件に適合している

か確認 

 


